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Ⅰ米国産牛肉問題のこれまでの Ⅲ 対日輸出認定施設に対する調   

経緯  査結果等  

①対日輸出認定施設の調査結  

Ⅱ「日本政府及び米国政府によ   乗   

る米国産牛肉の輸入手続の  ②農場・飼料調査の結果   

再開に向けた措置について  

の共同記者発表」の概要  
Ⅳ 輸入手続き再開の考え方  

① 対日輸出認定施設への対応  

② 日本国内で新たに講じる措置  

③輸入手続き停止中貨物の取扱  
い  

④その他   
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★施設の措置  

・対日輸出ができる製品リストを作成   

部分肉処理施設については、輸出向け製品の原料の   
仕入れ先リストと仕入れ先ごとに仕入れ可能な製品リ  

ストを作成。   
これらのリストは施設のマニュアルに記載。  

・特定危険部位の除去等の対日輸出プログラム   

上必要とされている条件を施設のマニュアルに   
記載  

・対日輸出条件について役職員への周知  

の措置②  

★農務省農業販売促進局（AMS）の措置  

・施設認定に際して、マニュアルの適正性、役職員の理解  
を確認   

施設を担当する検査官の研修終了後に施設を認定  
・製品リストを管理し、輸出申請ごとに、その製品が輸出  
可能か確認  

・抜打ちによる査察を実施  

★農務省食品安全検査局（FSIS）の措置  

・輸出プ  口 グ   展
観
 
伸
底
 
 

た
 
 

に関する試験への合格の義務づけ  
等を  じ

 
 

通
 
 
 

・輸出検査証明l±際して、製品リスト、対日輸出プログラム  
条件への適合性を確認  
・抜打ちによる査察を実施  
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★輸入手続き再開の基本的な考え方   
対日出荷再開前の現地調査により  

・米国の検査体制、対日輸出プログラムの有   
効性を検証  

・現地調査において、不適合がなかった施設   

について輸入手続きを再開  

・不適合のある施設が発見された場合、日米  
両政府は、その不適合について緊密に協議  
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調査期間、実施方法等  

実施期間：2006年6月24日から7月23日  

対象施設：対日輸出認定35施設  

実施者：厚生労働省・農林水産省  

確認内容：施設のマニュアルの整備状況（輸出プロ  

グラム要件（追加要件含む）への適合性）  

マニュアルに沿った作業の実施（手順の  

遵守状況や記録の保管状況等、システム全体  

の適正な遵守状況）  

7   



と畜・食肉処理施設の調査方法  

【書類等での調査】  

・施設の概要（従業員数、検査官数など）  

・輸出プログラム、HACCPプラン等の確認  
・関係記録の確認…過去の対日輸出に関連する記録、  

輸出プログラム・HACCPプランに関  

連する記録、ノンコンプライアンスレ  
コード、従業員等への教育記録など  

【現場での調査】  

・デモンストレーション  

・インタビュー  

きi   
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11二）   



・月齢確認牛の  

ロット単位での搬入  

・生産記録による月齢証  

明牛の確認、区分  

・生体検査の実施（歩行  

困難牛のとさつ禁止）  

スタンニング  
ピッシングは禁止  

ガス注入式のものは使用禁止  
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一結果概要－  

●米国が実施した再調査における指摘事項の  

改善措置の実施状況  

すべての施設で改善が図られていた  

●現地調査対象35施設のうち   

特段の指摘がなかった施設：20施設   

指摘事項が確認された施設：15施設  
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一指摘事項①－  

●企業合併によりマニュアルが大幅に変更手続き中  

●認定前にと畜された牛肉が含まれていた（20か月   

齢以下であり、SRMが除去されていたことについては確   

認済み）  

●適格品リストに対日輸出できない唇の肉を掲載と   

いう書類上の不備（対日輸出の計画・実績なし）  

●適格品リストに、処理設備が未整備又は具体的な   
処理手順が定められていないものを掲載という書   

類上の不備（対日輸出の計画・実績なし）  

一指摘事項②－  

●マニュアルに対日輸出できない唇及び舌根部の   

筋肉の処理手順を記載（適格品リストには記載な   

し）という書類上の不備  

●一部の枝肉の仙骨部分にせき髄が少量残存  

（その後の工程では仙骨ごと除去）  

●月齢確認牛の供給者の認定リストが最新でない   

という書類上の不備（対日輸出の実績なし）  
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調査期間、実施方法等  

実施期間：2006年7月6日から7月23日  

対象施設：農場5施設、飼料工場2施設、レンダリン  

グ工場1施設  

実施者：農林水産省  

確認内容：農場における月齢確認の記録の保管状  
況及び伝達状況、飼料の製造・出荷・給  

与の実態、飼料規制の遵守状況について  

確認  

1ご∋   
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米国の飼料規制  

（飼料規制で定める禁止原料）  

ほ乳動物由来のたん自質を反すう動物に給与することを禁止  

（規制対象除外品目）  

豚由来たん白質、血液、ゼラチン、食品残蓮、乳製品、動物性油脂製  
品等  
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米国の業界における自主的取組の例   

●家畜に法令に違反する飼料が給与されていないこと   

を示す宣誓書（アフィデビット）の提出  

●飼料に動物性の原料を使用していないことを示す宣   
誓書の提出  

●飼料の第三者機関による検査・証明 等  

施設証明協会（Fac‖ityCertificationInstitute，  

FCI）による検査証明済み製品であることを示す   

ロゴ  

http：／／www．certifiedfac‖ity．org／main／index．cfm  
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指摘事項のあった施設への対応②  

是正措置を確認済の施設  

●この他の事例（13施設）   

→既にこれらの施設で是正措置が講じられていることを   

日本側が確認できたことから、米国側は対日輸出リスト   
に掲載  

●適格品リストに対日輸出できない唇の肉を記載  

●適格品リストに、処理設備が未整備又は具体的な処理手順が定められ  
ていないものを掲載  

●マニュアルに対日輸出できない唇及び舌根部の筋肉の処理手順を記載  

（適格品リストには記載なし）  

●一部の枝肉の仙骨部分にせき髄が少量残存（その後のエ程では仙骨ご  

と除去）  

●月齢確認牛の供給者の認定リストが最新でない  

一今後の対応－  

●調査対象施設35施設中34施設について輸入手   
続を再開（うち1施設は条件付き）  

●今後6ケ月間は、米国側の対日輸出プログラム   
の実施状況を検証する期間とし、米国側は新た   
な施設の認定は行わない  

●輸入手続再開後、通常の査察に加え、米国側の   
抜き打ち査察に同行することにより、対日輸出プ   
ログラムの遵守状況を検証  
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一対応の内容－  

●日本の水際での検査の強化  

・AMSから提供を受けた施設ごとの適格品リストを   

用いて製品の適合性を確認  

・当面、輸入業者の協力を得て全箱確認を実施   

●輸入業者等に対する輸出プログラムの再度の   

周知徹底（実施済み）  
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一対応の考え方－  

●昨年12月12日から本年1月20日までの間に米国  

から輸出された未通関牛肉等は、米国側調査で問  

題がなかったとされ、日本側現地調査でも安全性に  

ついて問題がないことを確認  

●念のため今後新たに対日輸出される牛肉等につ  

いて一定期間問題がないことを確認の上輸入を認  

めることとし、その際輸入業者の協力を得て全箱を  
開梱し、SRMが含まれていないこと等を確認  
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－その他の対応－  

●原産地表示  

・消費者の合理的な選択に資する観点から、   
牛肉を使用した加工食品の原料原産地表示   

r外食における原産地表示に関するガイドライン」に基   
づく事業者による主休的な情報提供   

の一層の活性化を促す  

・牛肉の原産地表示等について、JAS法に基づく監視指   
導の更なる徹底を図る  

●什報提供   

米国産牛肉輸入問題については、今後とも、査察の結  
果をはじめとして国民に対する情報提供に努める  
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調査実施35施設  

会社名   所在地  会社名   所在地   
アイオワパシフィックプロセッサー   アイオワ州デモイン  19   タイソンフレッシュミート   ネブラスカ州ダコタシティー   

之   アメリカンフードグループ   ウイ女コンシン州グリーンベイ  ZO   タイソンフレッシュミート   アイオワ州デニソン   
3   カーギルミートソリューションズ   カンザス州ドッジシティー  21   タイソンフレッシュミート   カンザス州エンポリア   
4   カーギルミートソリューションズ   コロラド州フォートモーガン  22   タイソンフレッシュミート   カンザス州ホルコム   
5   カーギルミートソリューションズ   テキサス州フリオナ  23   タイソンフレッシュミート   イリノイ州ジェネセオ   
6   カーギルミートソリューションズ   テキサス州プレーンビュー  24   タイソンフレッシュミート   ネブラスカ州レキシントン   
7   カーギルミ⊥トソリューションズ   ネブラスカ州スカイラー  25   タイソンフレッシュミート   ワシントン州ウルラ   
8  クリークストーンファームプレミアムビーフ  カンザス州アーカンソーシティー  2ち  ナショナルビーフパッキングカンパニー  カンザス州ドッジシティー   

9  グレーーターオマハ／くッキングカンパ三－   ネブラスカ州オマハ  27  ナショナルビーフ／くッキングカンパニー   カンザス柑ノベラル   
10   スイフトビーフカンパニー   テキサス州カクタス  20   ネブラスカビーフ   ネブラスカ州オマハ   
11   スイフトビーフカンパニー   ネブラネカ州グランドアイランド  20  ハリスランチビーフカンパニー   カリフォルニア州セルマ   
12   スイフトピーフカンパ＝r   コロラド州グリーリー  30   ピーエムビーフグループ   ミネソタ州ウインドム   
13   スイフトビーフカンパニー   ユタ州ハイラム   31  プレミアムプロテインプロダクツ  ネブラスカ州ヘイスティングス   

14  スミスフィールドビーフグループ   ウィスコンシン州グリーンベイ  32   フローリイビーフ   カリフォルニア州ブローJル   

15■  スミスフィールドビーフグループ   ミシガン州プレインウェル  3き   マサミフード   オレゴン州クラマスフォールズ   
1¢  スミスフィールドビーフグループ   アリゾナ州トレソン  ユ4  モイヤーパッキングカンパニー  ペンシルバ＝ア州サタールトン   

17   タイソンフレッシュミート   テキサス州アマリロ  35   ワシントンビーフ   ワシントン州トペニツシュ   
1l   タイソンフレッシュミート   アイダホ州ポイジー  
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る李察  

項等①  

＞日本向け輸出プログラムのマニュアル  
・FSIS施設担当職員への対日輸出プログラムのマニュアルの提供  

＞カナダ産牛の取扱い  
・出生日で月齢判別されるカナダ産牛（C円A確認）の供給業者の   

施設の認可供給業者一覧への掲載  

＞SRMの除去  
・FSISの最終検査場所以前でのせき髄の除去  
・30カ月齢以上の牛の場合と同様の手順・方法でのせき柱の除去  

＞30か月齢を超える牛由来のと体との識別管理  

＞ほほ肉の処理  
・他の頭部肉・組織とは区別しての処理  

た我が国による奪察  

からの道知事項等②  

＞SRM処理に際しての留意事項のマニュアルヘの明記   
SRMの定義が、日本向け輸出基準と米国の国内規制で異なって   
いることから、定義の違いだけでなく、処理に当たっての留意事項   

についても、認定施設の品質マニュアルに明記する。   

（業界への要請事項）  

＞対日輸出用部分肉処理作業の作業開始時の実施   
多くの対日輸出施設では、対日輸出用の部分肉処理作業を作業   

開始時に実施し、対日輸出用以外の部分肉との分別を図っている   

が、全ての施設で同様の対応をとるよう指導  
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